
一

（
内
閣
委
員
会
）

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二

四
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
基
本
計
画
等

国
が
定
め
る
基
本
的
な
方
針
及
び
都
道
府
県
が
定
め
る
基
本
的
な
計
画
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
民
間
の
団
体
等
と
の
連

携
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
。

二
、
協
議
会
の
法
定
化

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
法
定
化

し
、
協
議
会
の
事
務
に
関
す
る
守
秘
義
務
等
を
設
け
、
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交
換
及
び
被
害
者
に

対
す
る
支
援
の
内
容
に
関
す
る
協
議
を
行
う
こ
と
等
と
す
る
。

三
、
保
護
命
令
制
度
の
拡
充
等

１

接
近
禁
止
命
令
等
に
つ
い
て
、
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
害
者
に
、
自
由
、
名
誉
又
は
財
産
に
対
し
害
を
加
え



二

る
旨
を
告
知
し
て
す
る
脅
迫
を
受
け
た
者
を
追
加
し
、
そ
の
要
件
を
更
な
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
に
よ
り
心
身
に
重
大

な
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
き
に
拡
大
す
る
ほ
か
、
当
該
命
令
等
の
期
間
を
一
年
間
に
伸
長
す
る
。

２

被
害
者
へ
の
電
話
等
禁
止
命
令
の
対
象
行
為
に
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
連
続
し
て
文
書
を
送
付
し
、
又

は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
り
通
信
文
等
を
送
信
す
る
こ
と
、
性
的
羞
恥
心
を
害
す
る
電
磁
的
記
録
を
送
信
す
る
こ
と
、
被
害
者
の

承
諾
を
得
な
い
で
位
置
情
報
記
録
・
送
信
装
置
に
よ
り
そ
の
位
置
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
等
を
追
加
す
る
。

３

被
害
者
と
同
居
す
る
未
成
年
の
子
へ
の
接
近
禁
止
命
令
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
つ
い
て
、
当
該
子
に
対
し
て
、
緊
急

や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
連
続
し
て
電
話
を
か
け
る
こ
と
等
を
禁
止
す
る
命
令
を
創
設
す
る
。

４

退
去
等
命
令
に
つ
い
て
、
被
害
者
及
び
配
偶
者
が
生
活
の
本
拠
と
し
て
使
用
す
る
建
物
等
の
所
有
者
又
は
賃
借
人
が
被

害
者
の
み
で
あ
る
場
合
に
被
害
者
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
命
令
の
期
間
を
六
月
間
と
す
る
特
則
を
設
け
る
。

５

保
護
命
令
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
刑
事
罰
に
つ
い
て
、
懲
役
刑
の
上
限
を
二
年
に
、
罰
金
刑
の
上
限
を
二
百
万
円

に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


